
 
 

 

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
） 

（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
届
出
等
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

市
町
村
は
、
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
項
、

第
六
十
三
条
の
二
、
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条

第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
滞
納
し
て
い
る
世

帯
主
（
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
被
保
険
者
が
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般

疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
十
八
歳
未
満
で
あ
る
世
帯
主
を
除

く
。
）
が
、
当
該
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経

過
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
世
帯
主
に
対
し
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
届
出
等
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

市
町
村
は
、
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
項
、

第
六
十
三
条
の
二
、
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条

第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
滞
納
し
て
い
る
世

帯
主
（
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
被
保
険
者
が
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対

す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾

病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
が
、
当
該
保
険
料
の

納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
該

保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災

害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除

き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
被
保

険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 



  

二 

４
及
び
５ 

（
略
） 

６ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
世
帯
主
が
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
と
き
は
、
市
町

村
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
（
原
爆
一
般

疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及
び
十
八
歳
未
満
の
者

を
除
く
。
）
に
係
る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
（
そ
の
世
帯
に
属
す
る
原
爆
一
般

疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
十
八
歳
未
満
の
者

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
資
格
証
明
書
及
び
そ
れ
ら
の
者
に
係
る
被

保
険
者
証
）
を
交
付
す
る
。 

７
～
・ 

（
略
） 

 

４
及
び
５ 

（
略
） 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
世
帯
主
が
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
と
き
は
、
市
町

村
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
（
原
爆
一
般

疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
被
保

険
者
資
格
証
明
書
（
そ
の
世
帯
に
属
す
る
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
資
格
証
明
書

及
び
そ
の
者
に
係
る
被
保
険
者
証
）
を
交
付
す
る
。 

 

７
～
・ 

（
略
） 

 
 

 


